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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第

十
一
号
）
第
八
十
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
八
十
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
の
種
類

等
（
昭
和
四
十
五
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

令
和
元
年
五
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

本
則
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

ビ
タ
ミ
ン
主
薬
製
剤

ビ
タ
ミ
ン
主
薬
製
剤

ビ
タ
ミ
ン
の
有
効
性
が
期
待
さ
れ
る
症
状
又
は
そ
の
補
給
に
用
い
る
こ
と

ビ
タ
ミ
ン
の
有
効
性
が
期
待
さ
れ
る
症
状
又
は
そ
の
補
給
に
用
い
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
一
種
以
上
の
ビ
タ
ミ
ン
を
主
体
と
し
調
製
さ
れ
た
内
服
用

を
目
的
と
し
て
、
一
種
以
上
の
ビ
タ
ミ
ン
を
主
体
と
し
調
製
さ
れ
た
内
服
用

薬
剤
で
あ
つ
て
、
カ
プ
セ
ル
剤
、
顆
粒
剤
、
丸
剤
、
散
剤
、
舐
剤
、
錠
剤
、

薬
剤
で
あ
つ
て
、
カ
プ
セ
ル
剤
、
顆
粒
剤
、
丸
剤
、
散
剤
、
舐
剤
、
錠
剤
、

か

し

か

し

ゼ
リ
ー
状
ド
ロ
ツ
プ
剤
（
有
効
成
分
に
ペ
ク
チ
ン
、
白
糖
な
ど
を
加
え
、
ゼ

ゼ
リ
ー
状
ド
ロ
ツ
プ
剤
（
有
効
成
分
に
ペ
ク
チ
ン
、
白
糖
な
ど
を
加
え
、
ゼ

リ
ー
状
の
一
定
の
形
状
に
製
し
た
も
の
で
、
口
中
で
そ
し
や
く
し
て
用
い
る

リ
ー
状
の
一
定
の
形
状
に
製
し
た
も
の
で
、
口
中
で
そ
し
や
く
し
て
用
い
る

製
剤
を
い
う
。
）
又
は
経
口
液
剤
の
剤
形
の
も
の
（
医
師
が
患
者
に
施
用
し

製
剤
を
い
う
。
）
又
は
内
用
液
剤
の
剤
型
の
も
の
（
医
師
が
患
者
に
施
用
し

、
又
は
処
方
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
及
び
徐
放
性
製
剤
を
除
く
。
）

、
又
は
処
方
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
及
び
徐
放
性
製
剤
を
除
く
。
）

を
い
う
。

を
い
う
。

１

（
略
）

１

（
略
）

２

有
効
成
分
の
配
合
割
合

２

有
効
成
分
の
配
合
割
合

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

別
表
第
九
の
Ⅰ
、
Ⅸ
又
は
Ⅹ
の
Ｑ
項
、
Ｓ
項
若
し
く
は
Ｗ
項
に
掲
げ
る

⑶

別
表
第
九
の
Ⅰ
、
Ⅸ
又
は
Ⅹ
の
Ｒ
項
若
し
く
は
Ｖ
項
に
掲
げ
る
有
効
成

有
効
成
分
の
配
合
は
、
各
項
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
種
と
す
る
。

分
の
配
合
は
、
各
項
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
種
と
す
る
。

⑷
・
⑸

（
略
）

⑷
・
⑸

（
略
）

⑹

別
表
第
九
の
Ⅱ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

⑹

別
表
第
九
の
Ⅱ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

す
る
も
の
（
４
の
⑶
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

す
る
も
の
（
４
の
⑶
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
の
Ｂ
項
、
Ⅳ
か
ら
Ⅶ
ま
で
、
Ⅸ
、
Ⅹ
の
Ｐ
項
か
ら
Ｕ
項

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
の
Ｂ
項
、
Ⅳ
か
ら
Ⅶ
ま
で
、
Ⅸ
、
Ⅹ
の
Ｏ
項
か
ら
Ｔ
項

ま
で
、
Ｗ
項
若
し
く
は
Ｘ
項
又
は

に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は

ま
で
、
Ｖ
項
若
し
く
は
Ｗ
項
又
は

に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は

Ⅺ

Ⅺ

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

⑺

別
表
第
九
の
Ⅲ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

⑺

別
表
第
九
の
Ⅲ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

す
る
も
の
（
４
の
⑷
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

す
る
も
の
（
４
の
⑷
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅴ
の
Ｇ
項
、
Ⅶ
の
Ｋ
項
、
Ⅸ
の
Ｏ
項
、
Ⅹ
の
Ｐ

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅴ
の
Ｇ
項
、
Ⅸ
の
Ｎ
項
、
Ⅹ
の
Ｏ
項
、
Ｒ
項
、

項
、
Ｓ
項
、
Ｔ
項
、
Ｖ
項
若
し
く
は
Ｗ
項
又
は

の
Ａ
Ａ
項
若
し
く
は
Ａ

Ｓ
項
、
Ｕ
項
若
し
く
は
Ｖ
項
又
は

の
Ｚ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合

Ⅺ

Ⅺ

Ｄ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
て
は
な
ら
な
い
。

⑻

別
表
第
九
の
Ⅳ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

⑻

別
表
第
九
の
Ⅳ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

す
る
も
の
（
４
の
⑸
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

す
る
も
の
（
４
の
⑸
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

１Ｂ

１Ｂ
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に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅷ
、
Ⅸ
の
Ｏ
項
、
Ⅹ
の
Ｒ
項
か
ら
Ｔ
項
ま
で
、

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅷ
、
Ⅸ
の
Ｎ
項
、
Ⅹ
の
Ｐ
項
か
ら
Ｓ
項
ま
で
、

Ｖ
項
若
し
く
は
Ｗ
項
又
は

の
Ｚ
項
か
ら
Ａ
Ｃ
項
ま
で
に
掲
げ
る
有
効
成

Ｕ
項
若
し
く
は
Ｖ
項
又
は

の
Ｙ
項
若
し
く
は
Ｚ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分

Ⅺ

Ⅺ

分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

⑼

別
表
第
九
の
Ⅴ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

⑼

別
表
第
九
の
Ⅴ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

す
る
も
の
（
４
の
⑹
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

す
る
も
の
（
４
の
⑹
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

２Ｂ

２Ｂ

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
ま
で
、
Ⅶ
、
Ⅹ
の
Ｐ
項
、
Ｑ
項
、
Ｖ
項
若
し
く

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
ま
で
、
Ⅶ
、
Ⅹ
の
Ｏ
項
か
ら
Ｑ
項
ま
で
、
Ｕ
項

は
Ｘ
項
又
は

の
Ｙ
項
、
Ｚ
項
若
し
く
は
Ａ
Ｂ
項
か
ら
Ａ
Ｄ
項
ま
で
に
掲

若
し
く
は
Ｗ
項
又
は

の
Ｘ
項
若
し
く
は
Ｙ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配

Ⅺ

Ⅺ

げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

合
し
て
は
な
ら
な
い
。

⑽

別
表
第
九
の
Ⅵ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

⑽

別
表
第
九
の
Ⅵ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

す
る
も
の
（
４
の
⑺
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

す
る
も
の
（
４
の
⑺
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

６Ｂ

６Ｂ

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅹ
の
Ｐ
項
か
ら
Ｒ
項
ま
で
、
Ｖ
項
若
し
く
は
Ｘ

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅹ
の
Ｏ
項
か
ら
Ｑ
項
ま
で
、
Ｕ
項
若
し
く
は
Ｗ

項
又
は

の
Ｙ
項
、
Ｚ
項
若
し
く
は
Ａ
Ｂ
項
か
ら
Ａ
Ｄ
項
ま
で
に
掲
げ
る

項
又
は

の
Ｘ
項
若
し
く
は
Ｙ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な

Ⅺ

Ⅺ

有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

⑾

別
表
第
九
の
Ⅷ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

⑾

別
表
第
九
の
Ⅷ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合

す
る
も
の
（
３
の
⑵
及
び
４
の
⑻
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
主
薬
製
剤
」

す
る
も
の
（
４
の
⑻
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
主
薬
製
剤
」
と
い
う
。
）

と
い
う
。
）
に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅳ
、
Ⅶ
、
Ⅹ
の
Ｐ
項
か
ら
Ｒ
項
ま

に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅳ
、
Ⅶ
、
Ⅹ
の
Ｏ
項
か
ら
Ｑ
項
ま
で
、
Ｔ
項
、

で
、
Ｕ
項
、
Ｖ
項
若
し
く
は
Ｘ
項
又
は

に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し

Ｕ
項
若
し
く
は
Ｗ
項
又
は

に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な

Ⅺ

Ⅺ

て
は
な
ら
な
い
。

い
。

⑿

別
表
第
九
の
Ⅰ
の
Ａ
項
及
び
Ⅱ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
と

⑿

別
表
第
九
の
Ⅰ
の
Ａ
項
及
び
Ⅱ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
と

し
て
配
合
す
る
も
の
（
４
の
⑼
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
Ｄ
主
薬
製
剤
」

し
て
配
合
す
る
も
の
（
４
の
⑼
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
Ｄ
主
薬
製
剤
」

と
い
う
。
）
に
は
、
同
表
の
Ⅰ
の
Ｂ
項
、
Ⅴ
か
ら
Ⅶ
ま
で
、
Ⅸ
、
Ⅹ
の
Ｐ

と
い
う
。
）
に
は
、
同
表
の
Ⅰ
の
Ｂ
項
、
Ⅴ
か
ら
Ⅶ
ま
で
、
Ⅸ
、
Ⅹ
の
Ｏ

項
か
ら
Ｕ
項
ま
で
、
Ｗ
項
若
し
く
は
Ｘ
項
又
は

に
掲
げ
る
有
効
成
分
を

項
か
ら
Ｔ
項
ま
で
、
Ｖ
項
若
し
く
は
Ｗ
項
又
は

に
掲
げ
る
有
効
成
分
を

Ⅺ

Ⅺ

配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

⒀

別
表
第
九
の
Ⅴ
及
び
Ⅵ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配

⒀

別
表
第
九
の
Ⅴ
及
び
Ⅵ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配

合
す
る
も
の
（
４
の
⑽
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
」
と
い
う

合
す
る
も
の
（
４
の
⑽
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
」
と
い
う

２Ｂ
６Ｂ

２Ｂ
６Ｂ

。
）
に
は
、
同
表
の
Ⅰ
か
ら
Ⅳ
ま
で
、
Ⅶ
、
Ⅹ
の
Ｐ
項
か
ら
Ｒ
項
ま
で
、

。
）
に
は
、
同
表
の
Ⅰ
か
ら
Ⅳ
ま
で
、
Ⅶ
、
Ⅹ
の
Ｏ
項
か
ら
Ｑ
項
ま
で
、

Ｕ
項
、
Ｖ
項
若
し
く
は
Ｘ
項
又
は

の
Ｙ
項
、
Ｚ
項
若
し
く
は
Ａ
Ｂ
項
か

Ｔ
項
、
Ｕ
項
若
し
く
は
Ｗ
項
又
は

の
Ｘ
項
若
し
く
は
Ｙ
項
に
掲
げ
る
有

Ⅺ

Ⅺ

ら
Ａ
Ｄ
項
ま
で
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

⒁

別
表
第
九
の
Ⅲ
及
び
Ⅷ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配

⒁

別
表
第
九
の
Ⅲ
及
び
Ⅷ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配

合
す
る
も
の
（
４
の
⑾
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
Ｃ
主
薬
製
剤
」
と
い
う

合
す
る
も
の
（
４
の
⑾
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
Ｃ
主
薬
製
剤
」
と
い
う

。
）
に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅳ
、
Ⅴ
の
Ｇ
項
、
Ⅶ
、
Ⅸ
の
Ｏ
項
、
Ⅹ
の

。
）
に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅳ
、
Ⅴ
の
Ｇ
項
、
Ⅶ
、
Ⅸ
の
Ｎ
項
、
Ⅹ
の
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Ｐ
項
、
Ｑ
項
若
し
く
は
Ｓ
項
か
ら
Ｘ
項
ま
で
又
は

に
掲
げ
る
有
効
成
分

Ｏ
項
、
Ｐ
項
若
し
く
は
Ｒ
項
か
ら
Ｗ
項
ま
で
又
は

に
掲
げ
る
有
効
成
分

Ⅺ

Ⅺ

を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

⒂

別
表
第
九
の
Ⅳ
、
Ⅵ
及
び
Ⅶ
の
Ｊ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成

⒂

別
表
第
九
の
Ⅳ
、
Ⅵ
及
び
Ⅶ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
と
し

分
と
し
て
配
合
す
る
も
の
に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅴ
、
Ⅷ
、
Ⅸ
の
Ｏ
項

て
配
合
す
る
も
の
（
４
の
⑿
に
お
い
て
「
ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
」

１Ｂ
６Ｂ
12Ｂ

、
Ⅹ
の
Ｐ
項
、
Ｒ
項
か
ら
Ｔ
項
ま
で
若
し
く
は
Ｖ
項
か
ら
Ｘ
項
ま
で
又
は

と
い
う
。
）
に
は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅴ
、
Ⅷ
、
Ⅸ
の
Ｎ
項
、
Ⅹ
の
Ｏ
項

に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

か
ら
Ｓ
項
ま
で
若
し
く
は
Ｕ
項
か
ら
Ｗ
項
ま
で
又
は

に
掲
げ
る
有
効
成

Ⅺ

Ⅺ

分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

⒃

別
表
第
九
の
Ⅳ
の
Ｆ
項
の
フ
ル
ス
ル
チ
ア
ミ
ン
塩
酸
塩
並
び
に
Ⅵ
及
び

（
新
設
）

Ⅶ
の
Ｋ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
と
し
て
配
合
す
る
も
の
に

は
、
同
表
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅴ
又
は
Ⅷ
か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配

Ⅺ

合
し
て
は
な
ら
な
い
。

⒄

別
表
第
九
の

の
Ｚ
項
及
び
Ａ
Ｂ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
は
、
互
い
に

（
新
設
）

Ⅺ

配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

有
効
成
分
の
分
量

３

有
効
成
分
の
分
量

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

別
表
第
九
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
以
外
の
成
分
と
し
て
配

⑵

別
表
第
九
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
以
外
の
成
分
と
し
て
配

合
す
る
場
合
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最
小
分
量
は
、
当
該
有
効
成
分

合
す
る
場
合
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最
小
分
量
は
、
当
該
有
効
成
分

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
乙
の
一
日
最
大
分
量
欄
及
び
一
日
最
小
分
量
欄

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
乙
の
一
日
最
大
分
量
欄
及
び
一
日
最
小
分
量
欄

に
掲
げ
る
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
主
薬
製
剤
に
同
表
の
Ⅹ
の

に
掲
げ
る
量
と
す
る
。

Ｓ
項
の
Ｌ
―
シ
ス
テ
イ
ン
を
必
須
の
成
分
以
外
の
成
分
と
し
て
配
合
す
る

場
合
、
一
日
最
大
分
量
は
二
四
〇
㎎
と
す
る
。

⑶
～
⑸

（
略
）

⑶
～
⑸

（
略
）

⑹

別
表
第
九
の
Ⅹ
の
Ｖ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
二
種
以
上
配
合
す
る
場

⑹

別
表
第
九
の
Ⅹ
の
Ｕ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
二
種
以
上
配
合
す
る
場

合
に
は
、
当
該
有
効
成
分
ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を
そ
れ
ぞ
れ

合
に
は
、
当
該
有
効
成
分
ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を
そ
れ
ぞ
れ

の
一
日
最
大
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、

の
一
日
最
大
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、

か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
日
最
小
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
以
上

か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
日
最
小
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
以
上

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑺

別
表
第
九
の
Ⅶ
の
Ｋ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
有
効
成
分
と
し

（
新
設
）

て
配
合
す
る
も
の
に
同
表
の
Ⅳ
の
Ｆ
項
の
フ
ル
ス
ル
チ
ア
ミ
ン
塩
酸
塩
を

配
合
す
る
場
合
、
一
日
分
量
は
一
〇
〇
㎎
と
す
る
。
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４

効
能
及
び
効
果

４

効
能
及
び
効
果

⑴

別
表
第
九
の
Ⅰ
の
Ａ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し

⑴

別
表
第
九
の
Ⅰ
の
Ａ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し

て
配
合
す
る
も
の
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す
る
。

て
配
合
す
る
も
の
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す
る
。

ア

目
の
乾
燥
の
緩
和

ア

目
の
乾
燥
感
の
緩
和

イ

夜
盲
症
（
と
り
目
、
暗
所
で
の
見
え
に
く
さ
）

イ

夜
盲
症
（
と
り
目
）

ウ

（
略
）

ウ

（
略
）

⑵

別
表
第
九
の
Ⅰ
の
Ｂ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し

⑵

別
表
第
九
の
Ⅰ
の
Ｂ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
み
を
必
須
の
成
分
と
し

て
配
合
す
る
も
の
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す
る
。

て
配
合
す
る
も
の
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す
る
。

ア

目
の
乾
燥
の
緩
和

ア

目
の
乾
燥
感
の
緩
和

イ

夜
盲
症
（
と
り
目
、
暗
所
で
の
見
え
に
く
さ
）

イ

夜
盲
症
（
と
り
目
）

ウ

（
略
）

ウ

（
略
）

⑶

（
略
）

⑶

（
略
）

⑷

ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

⑷

ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
症
状
に
つ
い
て
、
一
箇
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合

の
症
状
に
つ
い
て
、
一
カ
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合

は
、
医
師
又
は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ

は
、
医
師
又
は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

と
。

ア

（
略
）

ア

（
略
）

イ

更
年
期
に
お
け
る
肩
・
首
す
じ
の
こ
り
、
冷
え
、
手
足
の
し
び
れ
又

イ

更
年
期
に
お
け
る
肩
・
首
す
じ
の
こ
り
、
冷
え
、
手
足
の
し
び
れ
又

は
の
ぼ
せ
・
ほ
て
り
の
緩
和

は
の
ぼ
せ
の
緩
和

ウ
・
エ

（
略
）

ウ
・
エ

（
略
）

⑸

ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

⑸

ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

１Ｂ

１Ｂ

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
及
び
イ
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
及
び
イ
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症

状
に
つ
い
て
、
一
箇
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、

状
に
つ
い
て
、
一
カ
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、

医
師
又
は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
ヘ
プ

医
師
又
は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
ニ
カ
ー
ト
を
配
合
す
る
場
合
に
お
け
る
次
の
ウ
に
つ
い
て
は
、
「
、
妊

娠
・
授
乳
期
又
は
病
中
病
後
の
体
力
低
下
時
」
を
「
又
は
病
中
病
後
の
体

力
低
下
時
」
と
読
み
替
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

神
経
痛
、
筋
肉
痛
・
関
節
痛
（
肩
・
腰
・
肘
・
膝
痛
、
肩
こ
り
、
五

ア

神
経
痛
、
筋
肉
痛
・
関
節
痛
（
腰
痛
、
肩
こ
り
、
五
十
肩
な
ど
）
、

十
肩
な
ど
）
、
手
足
の
し
び
れ
、
便
秘
又
は
眼
精
疲
労
（
慢
性
的
な
目

手
足
の
し
び
れ
、
便
秘
又
は
眼
精
疲
労
の
緩
和

の
疲
れ
及
び
そ
れ
に
伴
う
目
の
か
す
み
・
目
の
奥
の
痛
み
）
の
緩
和
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イ

（
略
）

イ

（
略
）

ウ

肉
体
疲
労
時
、
妊
娠
・
授
乳
期
又
は
病
中
病
後
の
体
力
低
下
時
の
ビ

ウ

肉
体
疲
労
時
、
妊
娠
・
授
乳
期
又
は
病
中
病
後
の
体
力
低
下
時
の
ビ

タ
ミ
ン

の
補
給

タ
ミ
ン

の
補
給

１Ｂ

１Ｂ

⑹

ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

⑹

ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

２Ｂ

２Ｂ

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症
状
に
つ

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症
状
に
つ

い
て
、
一
箇
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、
医
師
又

い
て
、
一
カ
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、
医
師
又

は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

口
角
炎
（
唇
の
両
端
の
腫
れ
・
ひ
び
割
れ
）
、
口
唇
炎
（
唇
の
腫
れ

ア

口
角
炎
、
口
唇
炎
、
口
内
炎
、
舌
炎
、
湿
疹
、
皮
膚
炎
、
か
ぶ
れ
、

し
ん

・
ひ
び
割
れ
）
、
口
内
炎
、
舌
の
炎
症
、
湿
疹
、
皮
膚
炎
、
か
ぶ
れ
、

た
だ
れ
、
に
き
び
、
肌
あ
れ
、
赤
鼻
、
目
の
充
血
又
は
目
の
か
ゆ
み
の

し
ん

た
だ
れ
、
に
き
び
・
吹
き
出
物
、
肌
あ
れ
、
赤
ら
顔
に
伴
う
顔
の
ほ
て

緩
和

り
、
目
の
充
血
又
は
目
の
か
ゆ
み
の
緩
和

イ

（
略
）

イ

（
略
）

⑺

ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

⑺

ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

６Ｂ

６Ｂ

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症
状
に
つ

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症
状
に
つ

い
て
、
一
箇
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、
医
師
又

い
て
、
一
カ
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、
医
師
又

は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

口
角
炎
（
唇
の
両
端
の
腫
れ
・
ひ
び
割
れ
）
、
口
唇
炎
（
唇
の
腫
れ

ア

口
角
炎
、
口
唇
炎
、
口
内
炎
、
舌
炎
、
湿
疹
、
皮
膚
炎
、
か
ぶ
れ
、

し
ん

・
ひ
び
割
れ
）
、
口
内
炎
、
舌
の
炎
症
、
湿
疹
、
皮
膚
炎
、
か
ぶ
れ
、

た
だ
れ
、
に
き
び
、
肌
あ
れ
又
は
手
足
の
し
び
れ
の
緩
和

し
ん

た
だ
れ
、
に
き
び
・
吹
き
出
物
、
肌
あ
れ
又
は
手
足
の
し
び
れ
の
緩
和

イ

（
略
）

イ

（
略
）

⑻

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

⑻

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
及
び
イ
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症

る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
及
び
イ
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症

状
に
つ
い
て
、
一
箇
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、

状
に
つ
い
て
、
一
カ
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、

医
師
、
薬
剤
師
又
は
歯
科
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で

医
師
、
薬
剤
師
又
は
歯
科
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

ア

（
略
）

ア

（
略
）

イ

歯
ぐ
き
か
ら
の
出
血
又
は
鼻
血
の
場
合
の
出
血
予
防

イ

歯
ぐ
き
か
ら
の
出
血
又
は
鼻
出
血
の
場
合
の
出
血
予
防

ウ

（
略
）

ウ

（
略
）

⑼

ビ
タ
ミ
ン
Ａ
Ｄ
主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と

⑼

ビ
タ
ミ
ン
Ａ
Ｄ
主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と

す
る
。

す
る
。

ア

目
の
乾
燥
の
緩
和

ア

目
の
乾
燥
感
の
緩
和
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イ

（
略
）

イ

（
略
）

ウ

夜
盲
症
（
と
り
目
、
暗
所
で
の
見
え
に
く
さ
）

ウ

夜
盲
症
（
と
り
目
）

エ
・
オ

（
略
）

エ
・
オ

（
略
）

⑽

ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と

⑽

ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と

２Ｂ
６Ｂ

２Ｂ
６Ｂ

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症
状
に

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症
状
に

つ
い
て
、
一
箇
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、
医
師

つ
い
て
、
一
カ
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、
医
師

又
は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

又
は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

口
角
炎
（
唇
の
両
端
の
腫
れ
・
ひ
び
割
れ
）
、
口
唇
炎
（
唇
の
腫
れ

ア

口
角
炎
、
口
唇
炎
、
口
内
炎
、
舌
炎
、
湿
疹
、
皮
膚
炎
、
か
ぶ
れ
、

し
ん

・
ひ
び
割
れ
）
、
口
内
炎
、
舌
の
炎
症
、
湿
疹
、
皮
膚
炎
、
か
ぶ
れ
、

た
だ
れ
、
に
き
び
又
は
肌
あ
れ
の
緩
和

し
ん

た
だ
れ
、
に
き
び
・
吹
き
出
物
又
は
肌
あ
れ
の
緩
和

イ

（
略
）

イ

（
略
）

⑾

ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
Ｃ
主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と

⑾

ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
Ｃ
主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
症
状
に
つ
い
て
、
一
箇
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場

ら
の
症
状
に
つ
い
て
、
一
カ
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場

合
は
、
医
師
、
薬
剤
師
又
は
歯
科
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た

合
は
、
医
師
、
薬
剤
師
又
は
歯
科
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア
・
イ

（
略
）

ア
・
イ

（
略
）

ウ

歯
ぐ
き
か
ら
の
出
血
又
は
鼻
血
の
場
合
の
出
血
予
防

ウ

歯
ぐ
き
か
ら
の
出
血
又
は
鼻
出
血
の
場
合
の
出
血
予
防

エ

（
略
）

エ

（
略
）

⑿

別
表
第
九
の
Ⅳ
、
Ⅵ
及
び
Ⅶ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
必
須
の
成
分
と
し

⑿

ビ
タ
ミ
ン

主
薬
製
剤
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲

１Ｂ
６Ｂ
12Ｂ

て
配
合
す
る
も
の
の
効
能
及
び
効
果
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す
る
。
た

と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
ア
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症
状

だ
し
、
次
の
ア
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
症
状
に
つ
い
て
、

に
つ
い
て
、
一
カ
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、
医

一
箇
月
ほ
ど
使
用
し
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、
医
師
又
は
薬
剤

師
又
は
薬
剤
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

師
に
相
談
す
る
こ
と
。
」
と
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
ヘ
プ
ロ
ニ
カ
ー
ト
を

配
合
す
る
場
合
に
お
け
る
次
の
イ
に
つ
い
て
は
、
「
、
妊
娠
・
授
乳
期
又

は
病
中
病
後
の
体
力
低
下
時
」
を
「
又
は
病
中
病
後
の
体
力
低
下
時
」
と

読
み
替
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

神
経
痛
、
筋
肉
痛
・
関
節
痛
（
肩
・
腰
・
肘
・
膝
痛
、
肩
こ
り
、
五

ア

神
経
痛
、
筋
肉
痛
・
関
節
痛
（
腰
痛
、
肩
こ
り
、
五
十
肩
な
ど
）
、

十
肩
な
ど
）
、
手
足
の
し
び
れ
又
は
眼
精
疲
労
（
慢
性
的
な
目
の
疲
れ

手
足
の
し
び
れ
又
は
眼
精
疲
労
の
緩
和

及
び
そ
れ
に
伴
う
目
の
か
す
み
・
目
の
奥
の
痛
み
）
の
緩
和

イ

肉
体
疲
労
時
、
妊
娠
・
授
乳
期
又
は
病
中
病
後
の
体
力
低
下
時
の
ビ

イ

肉
体
疲
労
時
、
妊
娠
・
授
乳
期
又
は
病
中
病
後
の
体
力
低
下
時
の
ビ
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タ
ミ
ン

の
補
給

タ
ミ
ン

の
補
給

１Ｂ
６Ｂ
12Ｂ

１Ｂ
６Ｂ
12Ｂ

胃
腸
薬

胃
腸
薬

胃
腸
疾
患
の
症
状
に
用
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
調
製
さ
れ
た
内
服
用
薬

胃
腸
疾
患
の
症
状
に
用
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
調
製
さ
れ
た
内
服
用
薬

剤
で
あ
つ
て
、
カ
プ
セ
ル
剤
、
顆
粒
剤
、
丸
剤
、
散
剤
、
舐
剤
、
錠
剤
又
は

剤
で
あ
つ
て
、
カ
プ
セ
ル
剤
、
顆
粒
剤
、
丸
剤
、
散
剤
、
舐
剤
、
錠
剤
又
は

か

し

か

し

経
口
液
剤
の
剤
形
の
も
の
（
医
師
が
患
者
に
施
用
し
、
又
は
処
方
す
る
こ
と

内
用
液
剤
の
剤
型
の
も
の
（
医
師
が
患
者
に
施
用
し
、
又
は
処
方
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
、
瀉
下
薬
、
漢
方
処
方
に
基
づ
く
製
剤
、
生
薬
の
み
か

を
目
的
と
す
る
も
の
、
瀉
下
薬
、
漢
方
処
方
に
基
づ
く
製
剤
、
生
薬
の
み
か

し
や

し
や

ら
な
る
製
剤
及
び
徐
放
性
製
剤
を
除
く
。
）
を
い
う
。

ら
な
る
製
剤
及
び
徐
放
性
製
剤
を
除
く
。
）
を
い
う
。

１

（
略
）

１

（
略
）

２

有
効
成
分
の
配
合
割
合

２

有
効
成
分
の
配
合
割
合

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

別
表
第
十
五
の
Ⅰ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
す
る
も
の
に
は
、
同
表

⑵

別
表
第
十
五
の
Ⅰ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
す
る
も
の
に
は
、
同
表

の
Ⅳ
又
は
Ⅴ
の
Ｑ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

の
Ⅳ
又
は
Ⅴ
の
Ｎ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

⑶

（
略
）

⑶

（
略
）

⑷

別
表
第
十
五
の
Ⅱ
の
Ｄ
項
又
は
Ｇ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
す
る

⑷

別
表
第
十
五
の
Ⅱ
の
Ｄ
項
又
は
Ｇ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
す
る

も
の
に
は
、
同
表
の
Ⅵ
の
Ｒ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら

も
の
に
は
、
同
表
の
Ⅵ
の
Ｏ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
し
て
は
な
ら

な
い
。

な
い
。

⑸

（
略
）

⑸

（
略
）

⑹

別
表
第
十
五
の
Ⅵ
の
Ｒ
項
又
は
Ⅶ
の
Ｕ
項
若
し
く
は
Ｖ
項
に
掲
げ
る
有

⑹

別
表
第
十
五
の
Ⅵ
の
Ｏ
項
又
は
Ⅶ
の
Ｒ
項
若
し
く
は
Ｓ
項
に
掲
げ
る
有

効
成
分
の
配
合
は
、
各
項
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
種
と
す
る
。

効
成
分
の
配
合
は
、
各
項
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
種
と
す
る
。

⑺

（
略
）

⑺

（
略
）

⑻

別
表
第
十
五
の
Ⅶ
の
Ｕ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
す
る
も
の
に
は

⑻

別
表
第
十
五
の
Ⅶ
の
Ｒ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
配
合
す
る
も
の
に
は

、
カ
ン
ゾ
ウ
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
カ
ン
ゾ
ウ
を
配
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

有
効
成
分
の
分
量

３

有
効
成
分
の
分
量

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

各
有
効
成
分
（
別
表
第
十
五
の
Ⅷ
の
Ｘ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
除
く

⑵

各
有
効
成
分
（
別
表
第
十
五
の
Ⅷ
の
Ｕ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
除
く

。
）
の
一
回
最
大
分
量
は
、
同
表
の
有
効
成
分
名
欄
に
掲
げ
る
有
効
成
分

。
）
の
一
回
最
大
分
量
は
、
同
表
の
有
効
成
分
名
欄
に
掲
げ
る
有
効
成
分

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
日
最
大
分
量
欄
に
掲
げ
る
量
の
三
分
の
一
の

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
日
最
大
分
量
欄
に
掲
げ
る
量
の
三
分
の
一
の

量
と
す
る
。

量
と
す
る
。

⑶

（
略
）

⑶

（
略
）

⑷

別
表
第
十
五
の
Ⅱ
の
Ｆ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
二
種
以
上
配
合
す
る

⑷

別
表
第
十
五
の
Ⅱ
の
Ｆ
項
又
は
Ｇ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
二
種
以
上
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場
合
は
、
当
該
有
効
成
分
ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を
そ
れ
ぞ
れ

配
合
す
る
場
合
は
、
当
該
有
効
成
分
ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を

の
一
日
最
大
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

そ
れ
ぞ
れ
の
一
日
最
大
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は

。

な
ら
な
い
。

⑸

別
表
第
十
五
の
Ⅱ
の
Ｇ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
二
種
以
上
配
合
す
る

（
新
設
）

場
合
は
、
当
該
有
効
成
分
ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を
そ
れ
ぞ
れ

の
一
日
最
大
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。
⑹

（
略
）

⑸

（
略
）

⑺

別
表
第
十
五
の
Ⅴ
の
Ｋ
項
若
し
く
は
Ｌ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
又
は
Ｐ

⑹

別
表
第
十
五
の
Ⅴ
の
Ｋ
項
又
は
Ｌ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
二
種
以
上

項
の
木
ク
レ
オ
ソ
ー
ト
を
二
種
以
上
配
合
す
る
場
合
は
、
当
該
有
効
成
分

配
合
す
る
場
合
は
、
当
該
有
効
成
分
ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を

ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を
そ
れ
ぞ
れ
の
一
日
最
大
分
量
で
除
し

そ
れ
ぞ
れ
の
一
日
最
大
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は

て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

⑻

別
表
第
十
五
の
Ⅴ
の
Ｍ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
二
種
以
上
配
合
す
る

（
新
設
）

場
合
は
、
当
該
有
効
成
分
ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を
そ
れ
ぞ
れ

の
一
日
最
大
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。
⑼

別
表
第
十
五
の
Ⅴ
の
Ｎ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
二
種
以
上
配
合
す
る

（
新
設
）

場
合
は
、
当
該
有
効
成
分
ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を
そ
れ
ぞ
れ

の
一
日
最
大
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。
⑽

別
表
第
十
五
の
Ⅴ
の
Ｏ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
を
二
種
以
上
配
合
す
る

（
新
設
）

場
合
は
、
当
該
有
効
成
分
ご
と
に
配
合
す
る
一
日
分
の
分
量
を
そ
れ
ぞ
れ

の
一
日
最
大
分
量
で
除
し
て
得
た
数
値
の
和
が
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。
⑾

（
略
）

⑺

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）
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別
表
第
九
及
び
別
表
第
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
九

甲

乙

区

分

有

効

成

分

名

一

日

最

一

日

最

一

日

最

一

日

最

大

分

量

小

分

量

大

分

量

小

分

量

Ⅰ

Ａ
項

ビ
タ
ミ
ン
Ａ
油

四
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

五
〇
〇

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

レ
チ
ノ
ー
ル
酢
酸
エ
ス
テ
ル

四
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

五
〇
〇

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

レ
チ
ノ
ー
ル
パ
ル
ミ
チ
ン
酸
エ
ス

四
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

五
〇
〇

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

テ
ル

Ｂ
項

肝
油

四
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

五
〇
〇

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

強
肝
油

四
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

二
〇
〇
〇

五
〇
〇

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

Ⅱ

Ｃ
項

エ
ル
ゴ
カ
ル
シ
フ
エ
ロ
ー
ル

四
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

五
〇

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

コ
レ
カ
ル
シ
フ
エ
ロ
ー
ル

四
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

五
〇

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

Ⅲ

Ｄ
項

コ
ハ
ク
酸
ｄ
―
α
―
ト
コ
フ
エ
ロ

三
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
㎎

ー
ル

（
一
〇
〇
㎎

（
五
〇
㎎
）

）
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コ
ハ
ク
酸

―
α
―
ト
コ
フ
エ
ロ

三
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
㎎

dl

ー
ル

（
一
〇
〇
㎎

（
五
〇
㎎
）

）

酢
酸
ｄ
―
α
―
ト
コ
フ
エ
ロ
ー
ル

三
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
㎎

（
一
〇
〇
㎎

（
五
〇
㎎
）

）

ト
コ
フ
エ
ロ
ー
ル

三
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
㎎

（
一
〇
〇
㎎

（
五
〇
㎎
）

）

ｄ
―
α
―
ト
コ
フ
エ
ロ
ー
ル

三
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
㎎

（
一
〇
〇
㎎

（
五
〇
㎎
）

）

ト
コ
フ
エ
ロ
ー
ル
コ
ハ
ク
酸
エ
ス

三
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
㎎

テ
ル
カ
ル
シ
ウ
ム

（
一
〇
〇
㎎

（
五
〇
㎎
）

）

ト
コ
フ
エ
ロ
ー
ル
酢
酸
エ
ス
テ
ル

三
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

一
〇
㎎
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（
一
〇
〇
㎎

（
五
〇
㎎
）

）

Ⅳ

Ｅ
項

チ
ア
ミ
ン
塩
化
物
塩
酸
塩

三
〇
㎎

一
㎎

二
五
㎎

一
㎎

（
一
〇
㎎
）

（
一
㎎
）

（
一
〇
㎎
）

チ
ア
ミ
ン
ジ
ス
ル
フ
イ
ド

三
〇
㎎

一
㎎

二
五
㎎

一
㎎

（
一
〇
㎎
）

（
一
㎎
）

（
一
〇
㎎
）

チ
ア
ミ
ン
ジ
ス
ル
フ
イ
ド
硝
化
物

三
〇
㎎

一
㎎

二
五
㎎

一
㎎

（
一
〇
㎎
）

（
一
㎎
）

（
一
〇
㎎
）

チ
ア
ミ
ン
ジ
セ
チ
ル
硫
酸
エ
ス
テ

三
〇
㎎

一
㎎

二
五
㎎

一
㎎

ル
塩

（
一
〇
㎎
）

（
一
㎎
）

（
一
〇
㎎
）

チ
ア
ミ
ン
硝
化
物

三
〇
㎎

一
㎎

二
五
㎎

一
㎎

（
一
〇
㎎
）

（
一
㎎
）

（
一
〇
㎎
）

Ｆ
項

オ
ク
ト
チ
ア
ミ
ン

一
〇
〇
㎎

五
㎎

二
五
㎎

一
㎎

シ
コ
チ
ア
ミ
ン

一
〇
〇
㎎

五
㎎

二
五
㎎

一
㎎

セ
ト
チ
ア
ミ
ン
塩
酸
塩
水
和
物

一
〇
〇
㎎

五
㎎

二
五
㎎

一
㎎

ビ
ス
イ
ブ
チ
ア
ミ
ン

一
〇
〇
㎎

五
㎎

二
五
㎎

一
㎎
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ビ
ス
ベ
ン
チ
ア
ミ
ン

一
〇
〇
㎎

五
㎎

二
五
㎎

一
㎎

フ
ル
ス
ル
チ
ア
ミ
ン

一
〇
〇
㎎

五
㎎

二
五
㎎

一
㎎

フ
ル
ス
ル
チ
ア
ミ
ン
塩
酸
塩

一
〇
〇
㎎

五
㎎

二
五
㎎

一
㎎

プ
ロ
ス
ル
チ
ア
ミ
ン

一
〇
〇
㎎

五
㎎

二
五
㎎

一
㎎

ベ
ン
フ
オ
チ
ア
ミ
ン

一
〇
〇
㎎

五
㎎

二
五
㎎

一
㎎

Ⅴ

Ｇ
項

フ
ラ
ビ
ン
ア
デ
ニ
ン
ジ
ヌ
ク
レ
オ

四
五
㎎

五
㎎

一
二
㎎

二
㎎

チ
ド
ナ
ト
リ
ウ
ム

リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン

三
〇
㎎

二
㎎

一
二
㎎

二
㎎

リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル

三
〇
㎎

二
㎎

一
二
㎎

二
㎎

ナ
ト
リ
ウ
ム

Ｈ
項

リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
酪
酸
エ
ス
テ
ル

二
〇
㎎

五
㎎

一
二
㎎

二
㎎

Ⅵ

Ｉ
項

ピ
リ
ド
キ
サ
ー
ル
リ
ン
酸
エ
ス
テ

六
〇
㎎

一
〇
㎎

五
〇
㎎

五
㎎

ル
水
和
物

ピ
リ
ド
キ
シ
ン
塩
酸
塩

一
〇
〇
㎎

一
〇
㎎

五
〇
㎎

五
㎎

Ⅶ

Ｊ
項

塩
酸
ヒ
ド
ロ
キ
ソ
コ
バ
ラ
ミ
ン

一
五
〇
〇
㎍

六
〇
㎍

六
〇
㎍

一
㎍

シ
ア
ノ
コ
バ
ラ
ミ
ン

一
五
〇
〇
㎍

六
〇
㎍

六
〇
㎍

一
㎍
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ヒ
ド
ロ
キ
ソ
コ
バ
ラ
ミ
ン

一
五
〇
〇
㎍

六
〇
㎍

六
〇
㎍

一
㎍

ヒ
ド
ロ
キ
ソ
コ
バ
ラ
ミ
ン
酢
酸
塩

一
五
〇
〇
㎍

六
〇
㎍

六
〇
㎍

一
㎍

Ｋ
項

メ
コ
バ
ラ
ミ
ン

一
五
〇
〇
㎍

一
五
〇
〇
㎍

六
〇
㎍

六
〇
㎍

Ⅷ

Ｌ
項

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸

二
〇
〇
〇
㎎

五
〇
㎎

五
〇
〇
㎎

五
〇
㎎

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

二
〇
〇
〇
㎎

五
〇
㎎

五
〇
〇
㎎

五
〇
㎎

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

二
〇
〇
〇
㎎

五
〇
㎎

五
〇
〇
㎎

五
〇
㎎

Ⅸ

Ｍ
項

ニ
コ
チ
ン
酸

六
〇
㎎

一
二
㎎

ニ
コ
チ
ン
酸
ア
ミ
ド

六
〇
㎎

一
二
㎎

Ｎ
項

パ
ン
テ
ノ
ー
ル

三
〇
㎎

五
㎎

パ
ン
ト
テ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
〇
㎎

五
㎎

パ
ン
ト
テ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

三
〇
㎎

五
㎎

Ｏ
項

ビ
オ
チ
ン

五
〇
〇
㎍

一
〇
㎍

Ⅹ

Ｐ
項

ア
ス
パ
ラ
ギ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
・
マ

四
〇
〇
㎎

二
〇
〇
㎎

グ
ネ
シ
ウ
ム
等
量
混
合
物

Ｑ
項

イ
ノ
シ
ト
ー
ル
ヘ
キ
サ
ニ
コ
チ
ン

四
〇
〇
㎎

八
〇
㎎

酸
エ
ス
テ
ル
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ヘ
プ
ロ
ニ
カ
ー
ト

一
〇
〇
㎎

一
〇
〇
㎎

Ｒ
項

ウ
ル
ソ
デ
オ
キ
シ
コ
ー
ル
酸

六
〇
㎎

一
〇
㎎

Ｓ
項

Ｌ
―
シ
ス
テ
イ
ン

一
六
〇
㎎

三
〇
㎎

Ｌ
―
シ
ス
テ
イ
ン
塩
酸
塩
水
和
物

一
六
〇
㎎

三
〇
㎎

Ｔ
項

オ
ロ
チ
ン
酸

二
〇
〇
㎎

六
〇
㎎

Ｕ
項

ガ
ン
マ
オ
リ
ザ
ノ
ー
ル

一
〇
㎎

五
㎎

Ｖ
項

グ
リ
セ
ロ
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
〇
〇
㎎

三
〇
㎎

グ
ル
コ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
水
和
物

三
〇
〇
㎎

三
〇
㎎

沈
降
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
〇
〇
㎎

三
〇
㎎

乳
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
水
和
物

三
〇
〇
㎎

三
〇
㎎

無
水
リ
ン
酸
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム

三
〇
〇
㎎

三
〇
㎎

リ
ン
酸
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム
水
和
物

三
〇
〇
㎎

三
〇
㎎

Ｗ
項

グ
ル
ク
ロ
ノ
ラ
ク
ト
ン

一
〇
〇
〇
㎎

二
〇
〇
㎎

グ
ル
ク
ロ
ン
酸
ア
ミ
ド

一
〇
〇
〇
㎎

二
〇
〇
㎎

Ｘ
項

コ
ン
ド
ロ
イ
チ
ン
硫
酸
エ
ス
テ
ル

九
〇
〇
㎎

一
八
〇
㎎

ナ
ト
リ
ウ
ム
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Ｙ
項

加
工
ダ
イ
サ
ン
（
オ
キ
ソ
ア
ミ
ジ

二
〇
〇
㎎

二
〇
㎎

Ⅺ

ン
）

Ｚ
項

ニ
ン
ジ
ン

エ
キ
ス
の
場

エ
キ
ス
の
場

合

三
ｇ

合

〇
・
六

ｇ

粉
末
の
場
合

粉
末
の
場
合

一
・
五
ｇ

〇
・
三
ｇ

Ａ
Ａ

ヨ
ク
イ
ニ
ン

エ
キ
ス
の
場

エ
キ
ス
の
場

項

合

一
〇
ｇ

合

一
ｇ

粉
末
の
場
合

粉
末
の
場
合

三
ｇ

〇
・
三
ｇ

Ａ
Ｂ

コ
ウ
ジ
ン

エ
キ
ス
の
場

エ
キ
ス
の
場

項

合

三
ｇ

合

〇
・
六

ｇ

Ａ
Ｃ

ト
ウ
キ

エ
キ
ス
の
場

エ
キ
ス
の
場

項

合

〇
・
四

合

〇
・
四
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ｇ

ｇ

Ａ
Ｄ

ボ
ウ
イ

エ
キ
ス
の
場

エ
キ
ス
の
場

項

合

三
ｇ

合

三
ｇ

（
注
）
１

括
弧
内
の
量
は
、
一
回
最
大
分
量
又
は
一
回
最
小
分
量
で
あ
る
。

２

エ
キ
ス
の
場
合
の
量
は
、
原
生
薬
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

３

Ⅰ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最
小
分
量
は
、
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
に
換
算
し
た
量
で
あ

る
。

４

Ⅱ
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最
小
分
量
は
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
に
換
算
し
た
量
で
あ

る
。

５

ト
コ
フ
エ
ロ
ー
ル
コ
ハ
ク
酸
エ
ス
テ
ル
カ
ル
シ
ウ
ム
の
一
日
最
大
分
量
、
一
日
最
小
分
量
、
一
回
最
大

分
量
及
び
一
回
最
小
分
量
は
、
コ
ハ
ク
酸

―
α
―
ト
コ
フ
エ
ロ
ー
ル
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

dl

６

チ
ア
ミ
ン
ジ
ス
ル
フ
イ
ド
硝
化
物
の
一
日
最
大
分
量
、
一
日
最
小
分
量
、
一
回
最
大
分
量
及
び
一
回
最

小
分
量
は
、
チ
ア
ミ
ン
ジ
ス
ル
フ
イ
ド
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

７

チ
ア
ミ
ン
ジ
セ
チ
ル
硫
酸
エ
ス
テ
ル
塩
の
一
日
最
大
分
量
、
一
日
最
小
分
量
、
一
回
最
大
分
量
及
び
一

回
最
小
分
量
は
、
チ
ア
ミ
ン
硝
化
物
又
は
チ
ア
ミ
ン
塩
化
物
塩
酸
塩
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

８

セ
ト
チ
ア
ミ
ン
塩
酸
塩
水
和
物
、
ビ
ス
ベ
ン
チ
ア
ミ
ン
及
び
ベ
ン
フ
オ
チ
ア
ミ
ン
の
一
日
最
大
分
量
及
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び
一
日
最
小
分
量
は
、
チ
ア
ミ
ン
塩
化
物
塩
酸
塩
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

９

フ
ル
ス
ル
チ
ア
ミ
ン
塩
酸
塩
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最
小
分
量
は
、
フ
ル
ス
ル
チ
ア
ミ
ン
に
換
算

し
た
量
で
あ
る
。

フ
ラ
ビ
ン
ア
デ
ニ
ン
ジ
ヌ
ク
レ
オ
チ
ド
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最
小
分
量
は
、
フ
ラ

10
ビ
ン
ア
デ
ニ
ン
ジ
ヌ
ク
レ
オ
チ
ド
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最
小
分
量
は
、
リ
ボ
フ
ラ

11
ビ
ン
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

塩
酸
ヒ
ド
ロ
キ
ソ
コ
バ
ラ
ミ
ン
及
び
ヒ
ド
ロ
キ
ソ
コ
バ
ラ
ミ
ン
酢
酸
塩
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最

12
小
分
量
は
、
ヒ
ド
ロ
キ
ソ
コ
バ
ラ
ミ
ン
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
及
び
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最
小

13
分
量
は
、
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

Ⅹ
の
Ｖ
項
に
掲
げ
る
有
効
成
分
の
一
日
最
大
分
量
及
び
一
日
最
小
分
量
は
、
カ
ル
シ
ウ
ム
に
換
算
し
た

14
量
で
あ
る
。

別
表
第
十
五

区

分

有

効

成

分

名

一
日
最
大
分
量
（
ｇ
）

Ⅰ

Ａ
項

ウ
ゾ
ク
コ
ツ

三
・
〇
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乾
燥
水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ゲ
ル

三
・
〇

グ
リ
シ
ン

〇
・
九

ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

四
・
〇

ケ
イ
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

六
・
〇

合
成
ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

一
〇
・
〇

合
成
ヒ
ド
ロ
タ
ル
サ
イ
ト

四
・
〇

酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

一
・
〇

ジ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ア
ミ
ノ
ア
セ
タ
ー
ト

三
・
〇

水
酸
化
ア
ル
ミ
ナ
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

四
・
〇

水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ゲ
ル

一
・
二

水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
共
沈
物

二
・
〇

水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
混
合
乾
燥
ゲ
ル

三
・
〇

水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
・
炭
酸
カ
ル
シ

四
・
〇

ウ
ム
共
沈
物

水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

二
・
四

セ
ツ
ケ
ツ
メ
イ
（
ア
ワ
ビ
殻
）

三
・
〇
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炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム

五
・
〇

炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

二
・
〇

沈
降
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
・
〇

ボ
レ
イ

三
・
〇

メ
タ
ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

四
・
〇

無
水
リ
ン
酸
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム

二
・
四

リ
ン
酸
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム
水
和
物

三
・
〇

Ｂ
項

ロ
ー
ト
エ
キ
ス

〇
・
〇
三

Ⅱ

Ｃ
項

ア
ニ
ス
実

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

ア
ロ
エ

粉
末
の
場
合

〇
・
一
五

ウ
イ
キ
ヨ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

ウ
イ
キ
ヨ
ウ
油

〇
・
〇
八

ウ
コ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

六
・
〇

粉
末
の
場
合

二
・
〇
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ウ
ヤ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

エ
ン
メ
イ
ソ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

一
〇
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

オ
ウ
ゴ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

六
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

オ
ウ
バ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

オ
ウ
レ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

加
工
ダ
イ
サ
ン
（
オ
キ
ソ
ア
ミ
ジ
ン
）

粉
末
の
場
合

〇
・
二

ガ
ジ
ユ
ツ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

カ
ツ
コ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

八
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

カ
ラ
ム
ス
根

エ
キ
ス
の
場
合

六
・
〇
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粉
末
の
場
合

二
・
〇

カ
ン
キ
ヨ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

キ
コ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

二
・
〇

キ
ジ
ツ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

二
・
〇

ケ
イ
ヒ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

ケ
イ
ヒ
油

〇
・
〇
三

ゲ
ン
チ
ア
ナ

エ
キ
ス
の
場
合

一
・
五

粉
末
の
場
合

〇
・
五

コ
ウ
ジ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

六
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

コ
ウ
ボ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五
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ゴ
シ
ユ
ユ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

コ
ロ
ン
ボ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

コ
ン
ズ
ラ
ン
ゴ

エ
キ
ス
の
場
合

九
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

サ
ン
ナ

エ
キ
ス
の
場
合

六
・
〇

粉
末
の
場
合

二
・
〇

シ
ソ
シ

エ
キ
ス
の
場
合

六
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

シ
ユ
ク
シ
ヤ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

シ
ヨ
ウ
キ
ヨ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

シ
ヨ
ウ
キ
ヨ
ウ
油

〇
・
〇
三

シ
ヨ
ウ
ズ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇
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粉
末
の
場
合

一
・
〇

シ
ヨ
ウ
ズ
ク
油

〇
・
〇
三

ス
イ
サ
イ
ヨ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

四
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
三

セ
イ
ヒ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

セ
キ
シ
ヨ
ウ
コ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

六
・
〇

粉
末
の
場
合

二
・
〇

セ
ン
タ
ウ
リ
ウ
ム
草

エ
キ
ス
の
場
合

二
・
〇

粉
末
の
場
合

〇
・
七

セ
ン
ブ
リ

エ
キ
ス
の
場
合

一
・
五

粉
末
の
場
合

〇
・
〇
五

ソ
ウ
ジ
ユ
ツ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

二
・
〇

ソ
ヨ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

二
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇
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ダ
イ
ウ
イ
キ
ヨ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

ダ
イ
オ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

〇
・
二

粉
末
の
場
合

〇
・
一

チ
ク
セ
ツ
ニ
ン
ジ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

六
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

チ
ヨ
ウ
ジ

エ
キ
ス
の
場
合

二
・
〇

粉
末
の
場
合

〇
・
五

チ
ヨ
ウ
ジ
油

〇
・
〇
二

チ
ン
ピ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

ト
ウ
ヒ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

ト
ウ
ヒ
油

〇
・
〇
三

ニ
ガ
キ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

〇
・
五
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ニ
ク
ズ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

ニ
ン
ジ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

六
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

ハ
ツ
カ
（
セ
イ
ヨ
ウ
ハ
ツ
カ
を
含
む
）

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

ハ
ツ
カ
油

〇
・
〇
三

ヒ
ハ
ツ

エ
キ
ス
の
場
合

二
・
〇

粉
末
の
場
合

〇
・
五

ビ
ヤ
ク
ジ
ユ
ツ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

二
・
〇

ホ
ツ
プ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

―
メ
ン
ト
ー
ル

〇
・
一
八

l
―
メ
ン
ト
ー
ル

〇
・
一
八

dlモ
ツ
コ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇
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粉
末
の
場
合

一
・
〇

ヤ
ク
チ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

リ
ユ
ウ
タ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

一
・
五

粉
末
の
場
合

〇
・
五

リ
ヨ
ウ
キ
ヨ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

レ
モ
ン
油

〇
・
〇
三

Ｄ
項

ホ
ミ
カ
エ
キ
ス

粉
末
の
場
合

〇
・
〇
三

Ｅ
項

コ
シ
ヨ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

サ
ン
シ
ヨ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
〇

ト
ウ
ガ
ラ
シ

粉
末
の
場
合

〇
・
一

Ｆ
項

塩
酸
ベ
タ
イ
ン

〇
・
六

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
塩
酸
塩

一
・
八
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Ｇ
項

カ
ル
ニ
チ
ン
塩
化
物

〇
・
六

ベ
タ
ネ
コ
ー
ル
塩
化
物

〇
・
〇
四
五

Ｈ
項

乾
燥
酵
母

一
〇
・
〇

Ⅲ

Ｉ
項

ウ
ル
ソ
デ
オ
キ
シ
コ
ー
ル
酸

〇
・
〇
六

オ
キ
シ
コ
ー
ラ
ン
酸
塩
類

〇
・
一
五

コ
ー
ル
酸

〇
・
九

デ
ヒ
ド
ロ
コ
ー
ル
酸

〇
・
五

Ⅳ

Ｊ
項

ア
カ
メ
ガ
シ
ワ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

ア
セ
ン
ヤ
ク

粉
末
の
場
合

二
・
〇

ウ
バ
イ

エ
キ
ス
の
場
合

一
〇
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

ケ
ツ
メ
イ
シ

エ
キ
ス
の
場
合

一
〇
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

ゲ
ン
ノ
シ
ヨ
ウ
コ

エ
キ
ス
の
場
合

一
〇
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇
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Ⅴ

Ｋ
項

ア
ク
リ
ノ
ー
ル
水
和
物

〇
・
三

グ
ア
ヤ
コ
ー
ル

〇
・
六

サ
リ
チ
ル
酸
フ
エ
ニ
ル

一
・
〇

炭
酸
グ
ア
ヤ
コ
ー
ル

一
・
二

Ｌ
項

タ
ン
ニ
ン
酸
ベ
ル
ベ
リ
ン

〇
・
三

ベ
ル
ベ
リ
ン
塩
化
物
水
和
物

〇
・
三

Ｍ
項

次
サ
リ
チ
ル
酸
ビ
ス
マ
ス

三
・
〇

次
硝
酸
ビ
ス
マ
ス

二
・
〇

次
炭
酸
ビ
ス
マ
ス

三
・
〇

次
没
食
子
酸
ビ
ス
マ
ス

二
・
〇

タ
ン
ニ
ン
酸

一
・
二

タ
ン
ニ
ン
酸
ア
ル
ブ
ミ
ン

四
・
〇

メ
チ
レ
ン
チ
モ
ー
ル
タ
ン
ニ
ン

二
・
〇

Ｎ
項

カ
オ
リ
ン

一
〇
・
〇

天
然
ケ
イ
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

一
〇
・
〇

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ナ
フ
ト
エ
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

〇
・
九
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ペ
ク
チ
ン

〇
・
六

薬
用
炭

五
・
〇

Ｏ
項

沈
降
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
・
〇

乳
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
水
和
物

五
・
〇

リ
ン
酸
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム
水
和
物

三
・
〇

Ｐ
項

オ
ウ
バ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

九
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

オ
ウ
レ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

ク
ジ
ン

エ
キ
ス
の
場
合

三
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

ゴ
バ
イ
シ

粉
末
の
場
合

三
・
〇

セ
ン
ブ
リ

粉
末
の
場
合

〇
・
九

木
ク
レ
オ
ソ
ー
ト

〇
・
五

ヨ
ウ
バ
イ
ヒ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

二
・
〇
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Ｑ
項

ア
セ
ン
ヤ
ク

粉
末
の
場
合

二
・
〇

ウ
バ
イ

エ
キ
ス
の
場
合

一
〇
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

ゲ
ン
ノ
シ
ヨ
ウ
コ

エ
キ
ス
の
場
合

一
〇
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

サ
ン
ザ
シ

エ
キ
ス
の
場
合

八
・
〇

粉
末
の
場
合

三
・
〇

Ⅵ

Ｒ
項

塩
酸
オ
キ
シ
フ
エ
ン
サ
イ
ク
リ
ミ
ン

〇
・
〇
〇
七

ジ
サ
イ
ク
ロ
ミ
ン
塩
酸
塩

〇
・
〇
三

臭
化
メ
チ
ル
ア
ト
ロ
ピ
ン

〇
・
〇
〇
六

臭
化
メ
チ
ル
ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン

〇
・
〇
〇
四
八

臭
化
メ
チ
ル
ヒ
ヨ
ス
チ
ア
ミ
ン

〇
・
〇
〇
二
二
五

ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン
臭
化
水
素
酸
塩
水
和
物

〇
・
〇
〇
〇
三

ベ
ラ
ド
ン
ナ
エ
キ
ス

〇
・
〇
六

メ
チ
キ
セ
ン
塩
酸
塩

〇
・
〇
〇
八
七
五

メ
チ
ル
オ
ク
タ
ト
ロ
ピ
ン
臭
化
物

〇
・
〇
三



- 32 -

メ
チ
ル
ベ
ナ
ク
チ
ジ
ウ
ム
臭
化
物

〇
・
〇
三

ヨ
ウ
化
イ
ソ
プ
ロ
パ
ミ
ド

〇
・
〇
〇
七
五

ヨ
ウ
化
ジ
フ
エ
ニ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ノ
メ
チ
ル
ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン

〇
・
〇
六

ロ
ー
ト
エ
キ
ス

〇
・
〇
六

ロ
ー
ト
根
総
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
ク
エ
ン
酸
塩

〇
・
〇
〇
一

Ｓ
項

ア
ミ
ノ
安
息
香
酸
エ
チ
ル

〇
・
六

エ
ン
ゴ
サ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

カ
ン
ゾ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

コ
ウ
ボ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

シ
ヤ
ク
ヤ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

二
・
〇

パ
パ
ベ
リ
ン
塩
酸
塩

〇
・
〇
九

Ⅶ

Ｔ
項

ア
カ
メ
ガ
シ
ワ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇
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粉
末
の
場
合

一
・
五

ア
ズ
レ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
和
物

〇
・
〇
〇
六

ア
ル
ジ
オ
キ
サ

〇
・
三

エ
ン
ゴ
サ
ク

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

カ
ン
ゾ
ウ

エ
キ
ス
の
場
合

五
・
〇

粉
末
の
場
合

一
・
五

Ｌ
―
グ
ル
タ
ミ
ン

二
・
〇

Ｌ
―
ヒ
ス
チ
ジ
ン
塩
酸
塩
水
和
物

〇
・
一
八

メ
チ
ル
メ
チ
オ
ニ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ウ
ム
ク
ロ
ラ
イ
ド

〇
・
一
五

Ｕ
項

グ
リ
チ
ル
リ
チ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
類
並
び
に
カ
ン
ゾ
ウ
抽
出
物

〇
・
二

Ｖ
項

銅
ク
ロ
ロ
フ
イ
リ
ン
カ
リ
ウ
ム

〇
・
二

銅
ク
ロ
ロ
フ
イ
リ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム

〇
・
二

Ⅷ

Ｗ
項

ジ
メ
チ
ル
ポ
リ
シ
ロ
キ
サ
ン

〇
・
一
八

Ｘ
項

パ
ン
ト
テ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

〇
・
〇
三

ビ
タ
ミ
ン

及
び
そ
の
誘
導
体
並
び
に
そ
れ
ら
の
塩
類

〇
・
〇
二
五

１Ｂ
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ビ
タ
ミ
ン

及
び
そ
の
誘
導
体
並
び
に
そ
れ
ら
の
塩
類

〇
・
〇
一
二

２Ｂ

ビ
タ
ミ
ン

及
び
そ
の
誘
導
体
並
び
に
そ
れ
ら
の
塩
類

〇
・
〇
五

６Ｂ

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
及
び
そ
の
誘
導
体
並
び
に
そ
れ
ら
の
塩
類

〇
・
五

（
注
）
１

水
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ゲ
ル
の
一
日
最
大
分
量
は
、
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

２

エ
キ
ス
の
場
合
の
量
は
、
原
生
薬
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。

３

グ
リ
チ
ル
リ
チ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
類
並
び
に
カ
ン
ゾ
ウ
抽
出
物
の
一
日
最
大
分
量
は
、
グ
リ
チ
ル
リ
チ

ン
酸
に
換
算
し
た
量
で
あ
る
。


